
資料２ 

火山防災協議会規約 新旧対照表 

1 

新 旧 

○吾妻山 

 

 

○吾妻山 

 

 

 

幹事職名
委員の区分

（法第４条第２項中
該当する号）

委員職名

1

2

3

4

5

6 福島市　　　　　　　危機管理室長

7 福島市　観光交流　　　　　推進室長

8 猪苗代町　総務課長

9 猪苗代町　商工観光課長

10 米沢市　防災危機管理課長

11 米沢市　観光課長

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 福島市消防本部　警防課長 福島市消防本部消防長

28 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部　警防課長 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防長

29 喜多方地方広域市町村圏組合消防本部　警防課長 喜多方地方広域市町村圏組合消防長

30 置賜広域行政事務組合消防本部　警防課長 置賜広域行政事務組合消防長

31

32

33

34

35

36

37

-

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

市町村
(第１号)

福島市長

猪苗代町長

米沢市長

吾妻山火山防災協議会　幹事

都道府県（第１号） （略）

消防
（第６号）

地方気象台等（第２号）　（略）

地方整備局（第３号）　（略）

陸上自衛隊（第４号）　（略）

警察（第５号）　（略）

その他（第８号）　（略）

幹事職名
委員の区分

（法第４条第２項中
該当する号）

委員職名

1

2

3

4

5

6 福島市　　　　　　　危機管理室長

7 福島市　観光コンベンション推進室長

8 猪苗代町　総務課長

9 猪苗代町　商工観光課長

10 米沢市　危機管理主幹

11 米沢市　観光課長

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 福島市消防本部　警防課長 福島市消防本部消防長

28 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部　警防課長 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防長

29 喜多方地方広域市町村圏組合消防本部　消防課長 喜多方地方広域市町村圏組合消防長

30 置賜広域行政事務組合消防本部　警防課長 置賜広域行政事務組合消防長

31

32

33

34

35

36

37

-

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

地方気象台等（第２号）　（略）

地方整備局（第３号）　（略）

陸上自衛隊（第４号）　（略）

警察（第５号）　（略）

消防
（第６号）

その他（第８号）　（略）

吾妻山火山防災協議会　幹事

都道府県（第１号） （略）

市町村
(第１号)

福島市長

猪苗代町長

米沢市長
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新 旧 

○安達太良山 

 

 

○安達太良山 

 

 

 

幹事職名
委員の区分

（法第４条第２項中
該当する号）

委員職名

1

2

3

4

5 福島市　危機管理監兼危機管理室長

6 福島市　観光交流　　　　　推進室長

7 郡山市　防災危機管理課長

8 郡山市　観光課長

9 二本松市　生活環境課長

10 二本松市　観光課長

11 本宮市　防災対策課長

12 本宮市　商工観光課長

13 大玉村　住民生活課長

14 大玉村　産業課長

15 猪苗代町　総務課長

16 猪苗代町　商工観光課長

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

－

38

39

40

－

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

消防（第６号）　（略）

その他（第８号）　（略）

猪苗代町長

安達太良山火山防災協議会　幹事　

市町村
(第１号)

福島市長

郡山市長

二本松市長

本宮市長

大玉村長

都道府県（第１号）　（略）

地方気象台等（第２号）　（略）

地方整備局（第３号）　（略）

陸上自衛隊（第４号）　（略）

警察（第５号）　（略）

幹事職名
委員の区分

（法第４条第２項中
該当する号）

委員職名

1

2

3

4

5 福島市　　　　　　　危機管理室長

6 福島市　観光コンベンション推進室長

7 郡山市　防災危機管理課長

8 郡山市　観光課長

9 二本松市　生活環境課長

10 二本松市　観光課長

11 本宮市　防災対策課長

12 本宮市　商工観光課長

13 大玉村　住民生活課長

14 大玉村　産業課長

15 猪苗代町　総務課長

16 猪苗代町　商工観光課長

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
－

38

39

40
－

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

地方気象台等（第２号）　（略）

地方整備局（第３号）　（略）

陸上自衛隊（第４号）　（略）

警察（第５号）　（略）

消防（第６号）　（略）

その他（第８号）　（略）

安達太良山火山防災協議会　幹事　

都道府県（第１号）　（略）

市町村
(第１号)

福島市長

郡山市長

二本松市長

本宮市長

大玉村長

猪苗代町長
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新 旧 

○磐梯山 

 

 

○磐梯山 

 

 

 

幹事職名
委員の区分

（法第４条第２項中
該当する号）

委員職名

1

2

3

4 会津若松市　危機管理課長

5 会津若松市　観光課長

6 喜多方市　生活防災課長

7 喜多方市　観光交流課長

8 北塩原村　住民課長

9 北塩原村　商工観光課長

10 磐梯町　総務課長

11 磐梯町　商工観光課長

12 猪苗代町　総務課長

13 猪苗代町　商工観光課長

14 会津坂下町　危機管理班長

15 会津坂下町　産業課長

16 湯川村　総務課長

17 湯川村　産業建設課長

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 郡山地方広域消防組合消防本部　消防課長 郡山地方広域消防組合消防本部消防長

36 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部　警防課長 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防長

37 喜多方地方広域市町村圏組合消防本部　警防課長 喜多方地方広域市町村圏組合消防長

38

39

40

41
－

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

磐梯山火山防災協議会　幹事

市町村
(第１号)

会津若松市長

喜多方市長

北塩原村長

磐梯町長

猪苗代町長

会津坂下町長

湯川村長

都道府県（第１号）　　（略）

消防
（第６号）

地方気象台等（第２号）　　（略）

地方整備局（第３号）　　（略）

陸上自衛隊（第４号）　　（略）

警察（第５号）　　（略）

その他
（第８号）

幹事職名
委員の区分

（法第４条第２項中
該当する号）

委員職名

1

2

3

4 会津若松市　危機管理課長

5 会津若松市　観光課長

6 喜多方市　生活防災課長

7 喜多方市　観光交流課長

8 北塩原村　住民課長

9 北塩原村　商工観光課長

10 磐梯町　総務課長

11 磐梯町　商工観光課長

12 猪苗代町　総務課長

13 猪苗代町　商工観光課長

14 会津坂下町　危機管理室長

15 会津坂下町　産業課長

16 湯川村　総務課長

17 湯川村　産業建設課長

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 郡山地方広域消防組合消防本部　消防課長 郡山地方広域消防組合消防本部消防長

36 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部　警防課長 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防長

37 喜多方地方広域市町村圏組合消防本部　消防課長 喜多方地方広域市町村圏組合消防長

38

39

40

41
－

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

地方気象台等（第２号）　　（略）

地方整備局（第３号）　　（略）

陸上自衛隊（第４号）　　（略）

警察（第５号）　　（略）

消防
（第６号）

その他
（第８号）

磐梯山火山防災協議会　幹事

都道府県（第１号）　　（略）

市町村
(第１号)

会津若松市長

喜多方市長

北塩原村長

磐梯町長

猪苗代町長

会津坂下町長

湯川村長


